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制定 平成２５年１２月１８日 原管 P発第 1312181 号 原子力規制庁長官決定 

 

実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド（原管 P発第 1307081 号）の一部

を次のように改正する。 

 

平成２５年１２月１８日 

 

 

原子力規制庁 

 

 

 

実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイドの一部改正について 

 

実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイドを別添新旧対照表のように改正

する。 

 

附 則 

この規程は平成２５年１２月１８日から施行する。 
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改正前 改正後 

実用発電用原子炉施設における 

高経年化対策審査ガイド 

 

平成２５年７月 

 

原子力規制委員会 

 

 

（略） 

 

 

１．高経年化技術評価等の審査の対象 

 （略） 

 

２．高経年化技術評価等の審査の方法 

 （略） 

 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

（１）高経年化技術評価の審査 

図に示す高経年化技術評価の標準的な流れに従い、審査の視点・着眼点を示す。審

査に当たっては、技術資料集を参考にする。 

発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価の流れがこれと異なる場合には、

合理的な理由を確認する。【解説２】 

①～②  （略） 

③重要度分類指針上の重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに

常設重大事故等対処設備に属する機器等の抽出 

重要度分類指針の重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに

常設重大事故等対処設備に属する機器等のすべてを抽出しているかを審査する。 

○視点・着眼点 

重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに常設重大事故等

対処設備に属する機器等（以下「機器・構造物」と総称する。）のすべてを抽出するた

めの手順を定め、その手順に基づき評価対象となる機器・構造物を抽出しているこ

と。  

 

ⅰ～ⅲ  （略） 

④～⑩  （略） 

実用発電用原子炉施設における 

高経年化対策審査ガイド 

 

平成２５年７月８日 

平成２５年１２月１８日改正 

原子力規制委員会 

 

 

（略） 

 

 

１．高経年化技術評価等の審査の対象 

 （略） 

 

２．高経年化技術評価等の審査の方法 

 （略） 

 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

（１）高経年化技術評価の審査 

図に示す高経年化技術評価の標準的な流れに従い、審査の視点・着眼点を示す。審

査に当たっては、技術資料集を参考にする。 

発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価の流れがこれと異なる場合には、

合理的な理由を確認する。【解説２】 

①～②  （略） 

③重要度分類指針上の重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに

常設重大事故等対処設備に属する機器等の抽出 

重要度分類指針の重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに

常設重大事故等対処設備に属する機器等のすべてを抽出しているかを審査する。 

○視点・着眼点 

重要度分類クラス１、２及び３に該当する機器及び構造物並びに常設重大事故等

対処設備に属する機器等（以下「機器・構造物」と総称する。）のすべてを抽出（冷温

停止状態が維持されることを前提とした評価においては、このうち冷温停止状態維

持に必要な機器・構造物を抽出）するための手順を定め、その手順に基づき評価対

象となる機器・構造物を抽出していること。  

ⅰ～ⅲ  （略） 

④～⑩  （略） 

（別添） 
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⑪高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出しているかを審査する。 

○視点・着眼点 

経年劣化事象による性能低下が予測から乖離する可能性があるかどうかを評価

し、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出していること。 

ⅰ 下記のいずれかに該当する経年劣化事象を⑧で抽出した経年劣化事象から

除外し、「高経年化対策上着目すべき経年劣化事象」を抽出しているか。 

イ～ロ  （略） 

（新設） 

 

 

 

ⅱ 上記ⅰに基づき、⑧で抽出した経年劣化事象から除外したものについて

は、、最新の技術的知見、これまでの運転データ、保全実績、材料データ等

に基づく評価等を基にその除外理由を明確にしているか又は今後その健全

性を担保するために継続実施する保全策を明確にしているか。 

ⅲ  （略） 

⑫～㉒-2  （略） 

㉓中性子照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出 【解説⑧】 

原子炉等規制法第４３条の３の３１の規定による運転することができる期間の延長を

行う発電用原子炉について、実施ガイド３．１⑤イ）に規定する監視試験の実施及びそ

の結果に基づく健全性評価等が行われているかを審査する。 

○視点・着眼点 

加圧水型軽水炉について、上記の監視試験結果に基づく健全性評価を行うに当

たっては、以下の事項を反映していること。 

ⅰ～ⅲ  （略） 

㉔  （略） 

 

（２）  （略） 

⑪高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出しているかを審査する。 

○視点・着眼点 

経年劣化事象による性能低下が予測から乖離する可能性があるかどうかを評価

し、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出していること。 

ⅰ 下記のいずれかに該当する経年劣化事象を⑧で抽出した経年劣化事象から

除外し、「高経年化対策上着目すべき経年劣化事象」を抽出しているか。 

イ～ロ  （略） 

ハ 冷温停止状態が維持されることを前提とした評価において、現在までの運

転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、実施

ガイド３．２③に規定する日以降において経年劣化の進展が考えられない

経年劣化事象。 

ⅱ 上記ⅰに基づき、⑧で抽出した経年劣化事象から除外したものについては、

最新の技術的知見、これまでの運転データ、保全実績、材料データ等に基

づく評価等を基にその除外理由を明確にしているか又は今後その健全性を

担保するために継続実施する保全策を明確にしているか。 

ⅲ  （略） 

⑫～㉒-2  （略） 

㉓中性子照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出 【解説⑧】 

原子炉等規制法第４３条の３の３２の規定による運転することができる期間の延長を

行う発電用原子炉について、実施ガイド３．１⑤イ）に規定する監視試験の実施及びそ

の結果に基づく健全性評価等が行われているかを審査する。 

○視点・着眼点 

加圧水型軽水炉について、上記の監視試験結果に基づく健全性評価を行うに当

たっては、以下の事項を反映していること。 

ⅰ～ⅲ  （略） 

㉔  （略） 

 

（２）  （略） 
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 注．㉓、㉔に該当する場合は、当該評価を上記の評価へ適切に反映。 

 

 

  
 注．㉓、㉔に該当する場合は、当該評価を上記の評価へ適切に反映。 

 

 

⑱進展が考えられない、又は極

高経年化技術評価の前提とする運転状態の確定

技術評価対象外

１つの機器を選定

Yes

No

⑰すべての機器を評価したか？

評価の終了

Yes

Yes

No

No

⑨評価点を用い、経年劣化事象の発生・進展

を評価

現状保全の継続

⑮すべての部位を評価したか？

Yes

No

Yes

評価対象となる機器・構造物（以下「機器」という。）を抽出

現状保全の継続

④機器を、機能達成に必要な観点
を考慮して部位に分割

⑦部位ごとに使用材料、環境（ここ
では広く圧力、温度、流体条件、

運転条件、構造等を指す）を同定

⑬追加保全策を策定

（長期保全計画）

⑦１つの部位を選定し、その部位に

発生するか又は発生が否定できな
い経年劣化事象をすべて抽出

技術評価対象外
Yes

No

Yes

No

保守管理が適切⑤動的部位

⑧一つの経年劣化事象に対する評
価点の抽出

⑭すべての事象を評価したか？

⑫現状保全が適切か？

評価不要

⑩着目すべき経年劣化事象か？

⑪供用６０年までの健全性を評価
（構造健全性、機能健全性）

④消耗品、定期取換品を抽出
Yes

No

②

技術評価対象外

１つの機器を選定

Yes

No

すべての機器を評価したか？

Yes

Yes

No

No

⑩評価点を用い、経年劣化事象（日常劣化
管理事象を除く）の発生・進展を評価

⑯すべての部位を評価したか？

Yes

No

③

現状保全の継続

⑤機器を、機能達成に必要な観点
を考慮して部位に分割

部位ごとに使用材料、環境（ここ

⑭追加保全策を策定

⑧１つの部位を選定し、その部位に

発生するか又は発生が否定できな
い経年劣化事象をすべて抽出

技術評価対象外
Yes

No

Yes

No

保守管理が適切
⑥動的機器

（部位）

⑨一つの経年劣化事象に対する
評価点の抽出

⑮すべての事象を評価したか？

⑬現状保全が適切か？

Yes
対応不要

Yes

評価不要

No

No

追加保全策を策定

⑪着目すべき経年劣化事象か？

⑲耐震／耐津波安全上着目

すべき経年劣化事象か？

めて小さい経年劣化事象か？

㉑現状保全が適切か？

消耗品、定期取換品を抽出
Yes

No

※
（※ 長期保守管理方針の策定）

高経年化技術評価実施体制の確立①

⑫実施ガイド３．１⑤に規定する期間の

満了日までの期間の健全性を評価
（構造健全性、機能健全性）

㉒

⑳実施ガイド３．１⑤に規定する期間の

満了日までの期間の経年劣化に対する
耐震／耐津波安全性を評価

耐震／耐津波安全性評価

⑱運転開始以降、進展が考えら

高経年化技術評価の前提とする運転状態の確定（以下、確定した運転状態ごとに評価）

技術評価対象外

１つの機器を選定

Yes

No

⑰すべての機器を評価したか？

評価の終了

Yes

Yes

No

No

⑨評価点を用い、経年劣化事象の発生・進展
を評価

現状保全の継続

⑮すべての部位を評価したか？

Yes

No

Yes

評価対象となる機器・構造物（以下「機器」という。）を抽出

現状保全の継続

④機器を、機能達成に必要な観点
を考慮して部位に分割

⑦部位ごとに使用材料、環境（ここ
では広く圧力、温度、流体条件、

運転条件、構造等を指す）を同定

⑬追加保全策を策定
（長期保全計画）

⑦１つの部位を選定し、その部位に
発生するか又は発生が否定できな

い経年劣化事象をすべて抽出

技術評価対象外
Yes

No

Yes

No

保守管理が適切⑤動的部位

⑧一つの経年劣化事象に対する評
価点の抽出

⑭すべての事象を評価したか？

⑫現状保全が適切か？

評価不要

⑩着目すべき経年劣化事象か？

⑪供用６０年までの健全性を評価
（構造健全性、機能健全性）

④消耗品、定期取換品を抽出
Yes

No

②

技術評価対象外

１つの機器を選定

Yes

No

すべての機器を評価したか？

Yes

Yes

No

No

⑩評価点を用い、経年劣化事象（日常劣化
管理事象を除く）の発生・進展を評価

⑯すべての部位を評価したか？

Yes

No

③

現状保全の継続

⑤機器を、機能達成に必要な観点
を考慮して部位に分割

部位ごとに使用材料、環境（ここ

⑭追加保全策を策定

⑧１つの部位を選定し、その部位に
発生しているか又は発生が否定で
きない経年劣化事象をすべて抽出

技術評価対象外
Yes

No

Yes

No

保守管理が適切
⑥動的機器

（部位）

⑨一つの経年劣化事象に対する
評価点の抽出

⑮すべての事象を評価したか？

⑬現状保全が適切か？

Yes
対応不要

Yes

評価不要

No

No

追加保全策を策定

⑪着目すべき経年劣化事象か？

⑲耐震／耐津波安全上着目
すべき経年劣化事象か？

れない、又は極めて小さい

㉑現状保全が適切か？

消耗品、定期取換品を抽出
Yes

No

※
（※ 長期保守管理方針の策定）

高経年化技術評価実施体制の確立①

⑫実施ガイド３．１⑤に規定する期間の
満了日までの期間の健全性を評価
（構造健全性、機能健全性）

㉒

⑳実施ガイド３．１⑤に規定する期間の
満了日までの期間の経年劣化に対する
耐震／耐津波安全性を評価

耐震／耐津波安全性評価

経年劣化事象か？

図 高経年化技術評価の標準的な流れ 図 高経年化技術評価の標準的な流れ 
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解 説 

 

【解説１】～【解説７】  （略） 

【解説８】中性子照射脆化に係る健全性評価について 

｢原子炉構造材の監視試験方法｣（JEAC4201-2007）の関連温度移行量の予測式につい

ては、平成 21 年に九州電力(株)玄海原子力発電所 1 号機で取り出された監視試験片によ

る試験の結果から、高い積算照射量領域の予測精度が十分高いとは言えない可能性が

あることが明らかとなった（原子炉圧力容器の中性子照射脆化について（平成 24 年 8 月原

子力安全・保安院）参照。）。 

このため、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 31 の規定による運転することができる期間の

延長認可申請を行う発電用原子炉については、実施ガイド３．１③に規定する運転期間延

長認可申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把

握のための点検（特別点検）として原子炉容器の炉心領域の母材及び溶接部に対する超

音波探傷試験による欠陥の有無の確認、並びに実施ガイド３．１⑤イ）に規定する中性子

照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出に係る対応を求めている。 

 

解 説 

 

【解説１】～【解説７】  （略） 

【解説８】中性子照射脆化に係る健全性評価について 

｢原子炉構造材の監視試験方法｣（JEAC4201-2007）の関連温度移行量の予測式につい

ては、平成 21 年に九州電力(株)玄海原子力発電所 1 号機で取り出された監視試験片によ

る試験の結果から、高い積算照射量領域の予測精度が十分高いとは言えない可能性が

あることが明らかとなった（原子炉圧力容器の中性子照射脆化について（平成 24 年 8 月原

子力安全・保安院）参照。）。 

このため、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 32 の規定による運転することができる期間の

延長認可申請を行う発電用原子炉については、実施ガイド３．１③に規定する運転期間延

長認可申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把

握のための点検（特別点検）として原子炉容器の炉心領域の母材及び溶接部に対する超

音波探傷試験による欠陥の有無の確認、並びに実施ガイド３．１⑤イ）に規定する中性子

照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出に係る対応を求めている。 

 


